
概 要：災害時における一般来庁者及び職員等の生命・身体の安全確保のため、旧耐震基準施設の建替えを促進し、
耐震改修を進めるとともに、新耐震基準施設の長寿命化の検討を行う。

府省庁名：法務省

【事例】盛岡法務合同庁舎屋上防水等改修工事

 実施主体：盛岡地方検察庁

 実施場所：岩手県盛岡市

 事業概要：盛岡法務合同庁舎において、屋上

防水改修を実施した。

 事 業 費 ：全体事業費約1300万円

（うち５か年加速化対策（加速化・
深化分） ：約1300万円）

 効 果：豪雨による屋上から庁舎への浸水

の回避が見込まれる。
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